
令和8年1月1日時点おいて、町内に事業所を有する

中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）※  

　　　ただし、次の①～④に１つでも該当する事業者は対象外です。

① 農林漁業のみを営んでいる。

② 営利を目的としない事業者（社会福祉法人や学校法人等）である。

③ 支援金の交付を受けた後に事業を継続する意思がない。

④ 長崎県や波佐見町が実施する次の支援金を申請する。

　　○ 長崎県医療機関等物価高騰緊急支援事業支援金

　　○ 長崎県介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急（追加）支援金

　　○ 波佐見町陶土価格高騰対策緊急支援金

　　○ 波佐見町酒米価格高騰対策緊急支援金

令和７年７月～１２月の間の任意の1カ月間に購入又は使用した

事業用の電気代、ガス代、ガソリン代、灯油代、軽油代、重油代
※ 町内事業所のために使用した燃料費等に限る。

※ 検針により料金が確定する経費(電気・ガス)は検針日の属する月を使用月とし、

　その他については購入月とする。

※ 長崎県工業用ＬＰガス補助金の対象としたガス代は対象外です。

　　〒859-3791 波佐見町宿郷660
　　波佐見町役場 商工観光課 （庁舎２階）

　　電話 ： ０９５６－８５－２１６２（直通）
　　mail：  shoukou@town.hasami.lg.jp

お問い合わせ先

（申請窓口）

対象となる燃料費等

支援金額

対象となる燃料費等の合計の １／２  申請方法は

 裏　面　➡上限 ３０ 万円 　●千円未満は切り捨て

　 事業者向け支援制度

第3期 波佐見町燃料費等高騰対策支援金
　物価高騰の影響を受けている町内の中小企業者・小規模事業者等の負担軽減を

 図るため、燃料費等に対して緊急的な支援を行います。

対象事業者

　※中小企業者（中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第２条

　　第１項に規定する事業者）又は小規模事業者（法第２条第５項に規定する事業者及び

　　個人事業主を含む。）　詳しくは町ホームページでご確認ください。

波佐見町内で営業
する多くの事業者

が対象です。

詳細は
町ＨＰへ

この支援金は、国の「物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金」を活用しています。



　　※申請は、１事業者につき１回までです。

 ※申請書は 町ホームページ または 申請窓口 にて取得してください。

「持参」または「郵送」

①  個人事業主の方で、

 屋号が無い場合は

 個人名を事業者名欄

 へ記入してください。

②  令和7年7月から12月

 までで、最も金額が高

 い月を申請月として選

 び、記入する。

※60万円を超える場合

 60万円を超える分だけ

 の経費を記載し、全て

 の経費を合計する必要

 はありません。

③  対象経費を事業用と

 家庭用で按分して申告

 を行っている場合は、

 事業用のみを計上する

 こと。

④  必ず裏面の誓約・同意

 事項を確認し、必要事

 項を記入すること。

⑤  添付書類のコピーを

 必ず準備すること。

提出方法

提 出 先  〒859-3791 波佐見町宿郷660 波佐見町役場 商工観光課（平日9時～17時）

申請書記入方法

申請方法

受付期間  令和８年１月２６日から令和８年４月３０日まで　※必着

必要書類

 ①支援金交付申請書（様式第1号）

 ②燃料費等の購入が確認できる書類のコピー（請求書・領収書・通帳など）

 ③通帳のコピー（表紙裏面の見開きのページ、振込先確認のため）

 ④事業活動が確認できる書類のコピー

　（所得税確定申告書、法人税確定申告書など）
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